
京 都 大 学 事 務 組 織 規 程 新 旧 対 照 表

改 正 前 改 正 後

（前 略）

（工学研究科事務部） （工学研究科事務部）

第２４条 工学研究科事務部に、次に掲げる課を置 第２４条

く。

総務課

経理課 （同 左）

教務課

学術協力課

２ 前項の課に課長を置く。 ２

３ 総務課に次の専門員、専門職員及び掛を置く。 ３ 総務課に次の専門員、専門職員及び掛を置く。

専門員（Ａクラスター事務区総括担当） 専門員（Ａクラスター事務区総括担当）

専門職員（地球系総務・教務担当）

専門職員（物理系担当） 専門職員（物理系担当）

専門職員（国際融合創造センター担当） 専門職員（国際融合創造センター担当）

総務掛 総務掛

人事掛 人事掛

広報渉外掛 広報渉外掛

図書掛 図書掛

Ａクラスター事務区庶務掛 Ａクラスター事務区庶務掛

Ｃクラスター事務区総務掛 Ｃクラスター事務区庶務掛

４ 経理課に課長補佐並びに次の専門員、専門職員 ４ 経理課に課長補佐並びに次の専門員、専門職員

及び掛を置く。 及び掛を置く。

専門員（自家用電気工作物維持保全担当） 専門員（自家用電気工作物維持保全担当）

専門職員（桂キャンパス施設移転経理担当）

専門職員（地球系担当）

専門職員（物理系担当） 専門職員（物理系担当）

財務掛 財務企画掛

財務分析・評価掛

契約掛 契約掛

補助金掛 補助金掛

経理掛 経理掛

資産管理掛 資産管理掛

施設管理掛 施設管理掛

Ａクラスター事務区会計掛 Ａクラスター事務区会計掛

Ｃクラスター事務区会計掛

５ 教務課に次の専門職員及び掛を置く。 ５ 教務課に次の専門職員及び掛を置く。

専門職員（物理系担当） 専門職員（物理系担当）

教務掛 教務掛

大学院掛 大学院掛

留学生掛 留学生掛

Ａクラスター事務区教務掛 Ａクラスター事務区教務掛

Ｃクラスター事務区教務掛

６ （略） ６ （同 左）

（農学研究科等事務部） （農学研究科等事務部）

第２５条 （略） 第２５条 （同 左）



改 正 前 改 正 後

（人間・環境学研究科事務部） （人間・環境学研究科事務部）

第２６条 人間・環境学研究科事務部に事務長補佐 第２６条 人間・環境学研究科事務部に事務長補佐

並びに次の専門職員及び掛を置く。 並びに次の専門職員及び掛を置く。

専門職員（専攻事務総務担当） 専門職員（専攻事務総務担当）

専門職員（大学院教務担当）

総務掛 総務掛

第一経理掛 第一経理掛

第二経理掛 第二経理掛

教務掛 教務掛

大学院掛 大学院掛

情報管理掛 情報管理掛

学術情報掛 学術情報掛

（中 略）

（宇治地区事務部） （宇治地区事務部）

第４２条 宇治地区事務部に 次に掲げる課を置く 第４２条、 。

総務課

経理課

研究協力課

施設環境課 （同 左）

２ ２

３ ３（略）
４ ４

５ ５

６ 研究協力課に次の掛を置く。 ６ 研究協力課に次の専門職員及び掛を置く。

専門職員（研究ユニット担当）

研究支援掛 研究支援掛

国際交流掛 国際交流掛

産学連携掛 産学連携掛

補助金掛 補助金掛

７ （略） ７ （同 左）

（後 略）

附 則

、 。この規程は 平成１８年１０月１日から施行する


